
南部・西部地区の区立中学校の統合

目黒南中学校・目黒西中学校について、新校舎の実施設計がまとまりましたので、説明会を

開催いたします。

【お申し込み・お問い合せ】
目黒区資産経営部施設整備課施設整備係 担当：鎌田、下井、加賀美
電話 03-5722-7520 FAX 03-5722-9336
E-mail sisetu08@city.meguro.tokyo.jp

第１回

 5月23日（金）19時から
 会場 原町2-18-12

 原町小学校 体育館

第２回

5月24日（土）16時から
会場 碑文谷1-1-33

 目黒南中学校 体育館

(旧第七中学校)

第１回

5月22日（木）19時から
 会場 緑が丘1-1-1

 中根小学校 体育館

第２回

5月24日（土）13時から
  会場 碑文谷4-19-25

 目黒西中学校 体育館

(旧第八中学校)

新校舎実施設計

目黒南中学校 目黒西中学校

令和7年5月

【説明内容】

■旧第九中学校及び旧第十一中学校の敷地に建設する新校舎の実施設計についての説明です。

実施設計とは、基本設計に基づき、新校舎の建設工事に必要となる詳細な検討を行い、設計図と

してまとめたものです。

（注）既存校舎解体工事及び新校舎建設工事に関する説明ではありませんのでご注意ください。

これらに関するお問い合せは下記担当までご連絡ください。

■実施設計の資料は区ウェブサイトに公開しています。

※当日はこちらの資料をもとに説明します。

■各校ともに第１回・第２回の説明内容は同じです。

目黒区ウェブサイト
（区立中学校の統合）

■ 申し込み方法

目黒区資産経営部施設整備課まで、メール、電話またはFAXでお申し込みください。

■ 申し込み期限 各回の前日まで
・お申し込みの際、氏名・住所・連絡先（電話番号、またはメールアドレス）をお伝えください。

・手話通訳をご希望のかたは、令和７年５月２０日（火）までにご連絡ください。

説明会のお知らせ

▲南中学校実施設計資料

はこちら

▲西中学校実施設計資料

はこちら



旧第九中学校・旧第十一中学校の既存校舎解体に関して、ご
意見・ご質問等がございましたら、下記までご連絡ください。

目黒区資産経営部
施設整備課施設整備係（総合庁舎４階）

旧第九中学校 ： 鎌田
旧第十一中学校 ： 下井
03－5722－7520(直通)

03－5722－9336
sisetu08@city.meguro.tokyo.jp

地域避難所に関して、ご意見・ご質問等がございましたら、
下記までご連絡ください。

目黒区危機管理部
防災課防災係（防災センター２階）

山本、中村、久保

03－5723－8176(直通)

03－5723－8725
bosai04@city.meguro.tokyo.jp

担 当

電 話
F A X

E-mail

担 当

電 話
F A X

E-mail

既存校舎解体工事説明会を実施しました

■旧第十一中学校■旧第九中学校

令和７年４月３日（木）に旧第十一中学校、令和７年４月４日（金）に旧第九中学校

にて既存校舎の解体工事説明会を行いました。工事範囲には仮囲いを設け、交通誘導警

備員を配置し、工事車両が近隣小学校の登下校の通学時間と重ならないよう安全配慮に

努めます。近隣のみなさまにはご不便とご迷惑をおかけすることとなり誠に申し訳ござ

いませんが、引き続きご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

解体工事期間：令和７年４月上旬～令和８年１月末(予定)解体工事期間：令和７年５月上旬～令和７年１２月末(予定)

▲旧第十一中学校解

体工事説明会

配布資料はこちら

旧第九・十一中学校には避難できません

令和７年４月１日から既存校舎解体工事及び新校舎建設工事（目黒南中学校・目黒西中学校）のため、旧第九中学校と

旧第十一中学校の地域避難所の指定を解除しました。区では住所ごとの地域避難所の指定は行っていないため、災害が発

生した場合は、旧第九中学校と旧第十一中学校を除いた周辺の地域避難所へ避難してください。

■旧第九中学校（期間：令和７年４月～令和１０年３月予定）

周辺の地域避難所：原町小学校、向原小学校、碑小学校、月光原小学校、大岡山小学校、目黒南中学校

■旧第十一中学校（期間：令和７年４月～令和１１年３月予定）

周辺の地域避難所：緑ヶ丘小学校、中根小学校、大岡山小学校、目黒西中学校

被災後も自宅で生活する在宅避難者への食料や簡易トイレなどの備蓄物資の配給は、近隣住民の避難生活にとって必要

不可欠です。そのため、既存校舎解体工事及び新校舎建設工事期間中も、旧第九中学校と旧第十一中学校は、物資配給拠

点としての機能を残します。近隣在住の在宅避難者は、これまでと変わらず避難生活に必要な物資の配給を受けることが

できます。

詳細は
こちら

▲旧第九中学校解体

工事説明会

配布資料はこちら

（旧第七中学校）

（旧第八中学校）
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